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緯 済論叢(京 都大学)第160巻 第4号,1997年10月

中国中央集権的計画経済体制の形成 と

第一次五カ年計画(1)

.李 軍 鋒

は じ め に

1950-1952年 の 戦 後 の 国民 経 済 復 興 期(以 下 は 「過度 期 」 と略 す)を 終 え た

中 国 は,1953年 に長 期 経 済 計 画 に 基 づ く経 済建 設 を始 め た。 これ が 第 一 次 五 カ

年 計 画(1953-1957年,以 下 「一.一・五 」 計 画 と略 す 〉 で あ る。 この 期 間 に,中

国 は生 産 手 段 所 有 制 の 社 会 主 義 的 改 造,中 央 集権 的計 画 経 済 を実 施 す る と同 時

に,重 工 業 の 優 先 的 発 展 を 中心 と して,大 規 模 な経 済 建 設 を推 進 した 。 この よ

うな政 策 は当 時 の み な らず,現 在 の 中 国経 済 体 制 改 革 に も大 き な影 響 を 与 え て

い る。 そ れ で は 「一 ・五」 計 画 とは どの よ うな も ので あ った の か,ど の よ うな

特 徴 を持 って い た の か,ま た どの よ うな 問題 を残 して い るの か とい う課 題 が,

私 た ち に与 え られ て い る と同 時 に,そ の策 定 の要 因 は何 だ った の か も,改 め て

検 討 され る必 要 が あ る.と言 え よ う。

こ の よ うな 問題 意 識 に基 づ き,本 稿 で は,「 一 ・五 」 計 画 の成 立 の 背 景 と そ

の 基 本 目標 とを 明 らか にす る こ とを 目的 とす る。 そ の た め に,「 学 ・五 」 計 画

の 土 台 と して の 過 度期 の政 策 方 針 を踏 ま えた 上 で,そ の 策 定 の 要 因 と 目標 設 定

とを 検 討 す る こ とに す る。

1過 度期の政策方針と計画化

中央集権的計画経済体制 と 「一 ・五」計画の策定を考察する場.合,そ の土台

とな り,.出発点となっている過度期の経済社会の実態,及 びそれに対 して種々
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の 施 策 を 行 う政 策 主体 の 目 的,並 び に そ の特 徴 を無視 す る こ とがで きな い。 こ

こで は先 ず,過 度 期 の経 済 政策 と路 線 方 針 につ い て 考 察 す る こ とに した い。

1.過 度期の経済政策と計画化

過度期の初期に中国国民経済には,多 種の異なる所有形態が存在 していた。

社会主義的国営経済,協 同組合経済,国 家資本主義経済,農 民 と手工業及びそ

の他の単独経営経済,資 本主義的工商業がそれである。社会主義的国営経済の

.主導的地位を確立するために,中 国政府は当時,社 会主義的国営経済を急速に

発展させ,ζ の国営経済の発展を基礎として,農 民と手.1:業者その他の単独経

営経済,資 本主義的工商業に対して社会主義的改造を漸次進めてゆ く政策を実

施した。要約すると次の通 りである。.

〔1)官 僚資本の没収政策

いわゆる官僚資本とは,主 に旧国民党政府(中 央政府,.省 政府,市 政府及び

県政府)や 蒋介石,.朱 子.文,孔 祥熈,陳 果夫,陳 立夫(い わゆる 「四大家族」)

を代表とする官僚資本家階級が掌握 していた買弁的 ・封建的国家独占資本のこ.

と.である。中華人民共和国が成立す る直前の1948年 には,国 民党政府は全国の

鉄鋼生産量の90%,石 炭生産量の33%,電 力生産量の67%,セ メント生産量の

45%,石 油と非鉄金属生産量のすべてを掌握 していた。それのみならず,官 僚

資本は軽工業生産,銀 行,鉄 道,自 動車道路,航 空運輸,貿 易商社の大部分を

も掌握 していた㌔ つまり,官 僚資本は旧中国経済の中枢を独占 していたので

ある。ζの官僚資本は,国 家権力 と結び付いて国家独占資本 となった。 このよ

うな状況の下,「国家独占資本主義は,社 会主義のための最 も完全な物資準備

であ り,社 会主義の入口である」21とい う,レ ーニン主義の理論に従 った中国共

産党は,官 僚資本家階級独裁の国家を覆 して,こ れをプロレタリア独裁の国家

に変えさえずれば,こ うした国家独占資本主義経済から社会.主義国営経済に変

1)酵 暮橋 ほ か,r中 国 国民 経 済 の 社会 主 義 的 改 造 』,外 文 出版 社,1964年,27ペ ー ジ。

2)同.ヒ,2呂 ペ ー ジ。
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革 す る こ とが で き る,と 考 えて い た。

人民 革 命 の勝 利 の結 果,旧 国民 党政 府 と官 僚 資 本 家 階 級 が 所 有 して い た す べ

て の工 場,鉱 山,鉄 道,汽 船,郵 便,銀 行,.商 店,そ の 他 の 企 業 が 没 収 さ れ,

社 会 字義 国家 所 有 の もと に置 か れ る こ とに な った。 それ に よ って,新 中 国 政府

は経 済 の 中枢 を掌 握 す る よ う に な った 。.関係 統 計 資 料 に よ る と,1949年 に 国営

経 済 は.全国電 力 生 産 量 の58%,石 炭 生 産 量 の68%,銑 鉄 生 産 量 の92%,鋼 生 産

量 の97%,セ メ ン ト生 産 量 の68%,綿 糸生 産量 の53%を それ ぞ れ 占め,全 国 の

鉄 道 及 び近 代 的交 通 運 輸 機 関,銀 行,国 内 商 業,対 外 貿 易 業 務 の ほ とん どを 掌

握 す るに 至 っ だ,。..

② 協 同化 政策

協 同化 政策 とは,農 業,手 工 業,そ の他 の単 独 経 営 に対 す る協 同 化 政 策 を 指

す 。

① 農 業 につ い て見 る と1950年6月 に.「中華 人民 共 和 国 上 地 改 革 法 」 が 制

定 され た 。 そ の 目的 は,政 府 が 地 主 階 級 の 土 地,必 要 限度 を超 え る家 屋,そ の

他 の 生 産 手段 を没 収 し,こ れ を土 地 を持 た な い,あ る い は僅 か しか 持 た ない 農

民 に無償 で分 与す る こ と,即 ち,封 建 地 主 階級 の土 地 所 有 制 を農 民 の 土 地 所 有

制 に変 え,農 村 生 産力 の発 展 を促 進 す る こ と にあ った。.それ に よ り,農 村 の 経

済 関 係 が 基 本 的 に改 め られ,農 民 の 間 にか つ て 見 られ なか った生 産 意 欲 が 生 ま

れ た の で あ る。

しか し,単 独 経 営 経 済 の下 で は土 地 や そ の他 生産 手 段 を それ ぞ れ の 農 家 が 分

散 的 に使 用 し,一 つ の 農家 が 一 つ の経 営 単 位 とな.って い るた め に,労 働 過 程 で

協 業 と分 業 を行 う こ とが不 可 能 で あ った 。 また,土 地 を 合理 的 に使 用 す る こ と

も新 式 の 機械 設 備 を取 り.入れ る こ と もで きず,さ.ら に,人 力,生 産 資 料 を よ り

.多 く必 要 とす る劣 等 地 に お け る基 本 建 設 を進 め る こ と もで きなか っ た た め,労

働 生 産 性 は低 く,農 業 部 門 の拡 大 再 生 産 は望 む べ くも なか った。

小 農 経 済 の 弊 害 を除 去 し,国 民 経 済 の基 礎 で あ る農 業 を 発展 させ るた め に,

3}同 上,28ペ ージ。



24(316)..第160巻 第4号

中国政府は,自 然発生的商品経済の発展を制限し,農 業を協同化の道へと導 く

政策を実施 した。農業協同化の初期に,中 国政府は広範な農民が生産を発展さ

せることの困難性に直面 して,ま た,中 国の農民が従来労働面での互助的,協

業的習慣を持っていることを考慮 して,販 売 ・購買協同組合と信用協同組合を

設けるほか,広 く農業生産互助組.初 級農業生産協 同組合を組織 した㌔ その

結果,農 業生産互助組,.初級農業生産協同組合は急速な発展を遂げた。1952年

までに農業生産互助組は800万 余,初 級農業生産協同組合は約4、000に達した5}。

こうして,単 独経営または互助組の下にある単独経営を,部 分的ながらも集

団所有の.農業生産協同組合の下に組み入れることにより,農 業の社会主義経済

の要素が強められたのである。

② 手工業について見ると,過 度期の前 判こはまだ中国に手..工業 が大量に残

存 しており,工 業において手工業はかなり重要な地位を占めていた。1954年 の

統計によると,手 工業に携わるものは全国で約2,00⑪万人にのぼ り,そ の生産

額は約93億 元に達 していた㌔ これは中国社会主義建設を進めるに当たって見

落 とすことのできない経済力の一部であ り,国 民経済全体の発展にとって重要

な役割を持つものであった。

しかし,当 時は手工業者の単独経営 も,小 農経営と同じように経営規模が小

さ く極端に分散的であ り,技 術的にも立ち遅れていて労働生産性が低 く,経 営

内分業はほとんど見られなかった。こうした状況の下では,手 工業者は労働時

間を延長 し生活水準を引き下げるといった方式で,生 産と生活を維持してゆく

ほかはなかった。

4)農 業生産互助 組は,農 家 は各 自土地 及び他の生産手段 を所有 し,各 自が独 立経営 の基礎 の上 に

集団的労働に参加 して,.部 の役畜や農具 を互い に交換する(互 いに交換す る際に,完 全 に相殺

で きない部分については,現 金,あ るい は現物で補 う)特 徴を持つ組織 である.そ の形態 には,
一時的互助組

,季 節 的互助組,経 常的互助組があ る。

初級 農業生産協同組 合は農業生産互助組合で,土 地及び生産 手段 の私 的所有 と集団労働 との矛

.盾 を克服 するために,農 業生産互助組 より,新 しい,よ り高い段 階の互助,協 同の形頓であ る。

それぽ土地 の出資 と統..・的 な経営 を特徴.とする ものである,

5)日 中経 済専 門家共 同編集 『現代中国経済事典j日 本総研 出版,】982年 ,67ペ ー ジ。
6)解 暮僑 ほか,前 掲書,144ペ ージ。
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手工業を発展させるために中国政府は,国 営経済の援助 と指導などの方式を.

通 じてその育成,保 護を図るとともに,革 命戦争期の各解放区,根 拠地などに

おける手工業協同化の経験に照 らし,手 工業の販売面の協同化から生産面の協

同化へと発展させる社会主義改造を進めていった7〕。

③ その他の単独経営(小 商人,行 商人)に ついて見ると,過 度期に都市と

.農村に散在する大量の小商人,行 商人が問題であった。彼 らは農民,手 工業者

と異なって生産に携わるのではな く,商 業経営に携わる者である。小商人,行

商人の資金不足による経営上の困難に鑑み,中 国政府は協同班と協同商店など

の方式8)を通 じて,そ れらを次第に社会主義的商業に移行させていったのであ

る。

(3)利 用 ・制限 ・改造政策

過度期に,「 プロレタリアは,ブ ルジョアジーか ら次第に一切の資本を奪い

取 り,一 切の生産用具を,国 家,即 ち,支 配階級として組織されたプロレタ,,

アの手に集中 し,生 産力の量をで きるかぎり急速に増人させるために,そ の政

治的支配を利用するであろう」という,マ ルクス主義の基本原理が適用された。

これにより中国政府は中国民族資本主義の両面性に照らして,資 本主義的工商

業の社会主義的利用 とその制限,改 造を実施した。両面性 というのは,民 族資

7)手 工業販売 ・購買班は,単 独経営の手工 業者または小企業主のみで構成,国 営商業や販売,販

売協 同組合 を通 じて原料を買い入れ,製 品を販売 し,加 工 の発注 を受 けるための組織 である。

.手工業販売 ・購買協同組合は,手 工業販売 ・購買班 と比べて一歩進んで,「原材料 の仕.入れの面

における共通の困難を解決 し,製 品を統一 的に販売す るために組織 した ものである。 こうした組

織形態 は,.初 めの問は統一的に原料 を受 け取 り,統.一・製品 を収め,分 散 して生産する もので あっ

て.家 族 ごとに出.資金 を納 めはするが,工 具や設備 などは私的財産であ った.生 産 の発展 と組合

員の 自覚の向上に伴って,生 産過程 の一部で集団的 な生産 を行 うよ うになって行 った.

8)協 同班はその成員に代わ って社 会主義商業部門か ら取次販売,代 理販 売,あ るいは代理購買の

業務を統一.一的に請け負 い,商 品の仕入れを統一的に行 う組織である。商品の販売,損 益 の計算な

どは依然 としてそれぞれが単独で行 うことは基本的に改め られていないが,社 会.正義商業の取次

販 売,代 理販売 を引き受 けるとい う条件の下で,社 会.主義 的商業形態 の一つ になった。商品化.入

れの面で社 会主義経済 に依存す るのみな らず,販 売価 格の面で も国家 の規定 にしたがわ なければ

な らなか った。

協 同商店 は商 品の仕入れを統一的に行 うのみな らず,商 品の販売 を統一的 に行い,損 益の計 算

を統 一的に行 う組織であ る。 この点で協 同班 と異っている。 その目的 は単独経営を集団経営に改

めることにあった。
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本主義は帝国主義,封 建主義,官 僚資本主義の排除に向かうある程度の革命性

を帯びる一方で,農 民 と手工業に対 しては搾取の主体として立ち現われるとい

う性格を帯びていたからである。主な政策は次の通 りであ.る。

① 資本主義的工商業に対する利用政策について。資本主義的工商業の社会

主義的利用の目的は,中 国の歴史的条件の下で人民革命に勝利 した後のある期

間,資 本経済の存在を認めるとともに,そ の中で,国 営経済と人民との生活に

とり有利に働 くすべての部分を発展させることにある。過度期の前半に中国政

府は,国 営経済を優先的に発展させるために 「公私兼顧,労 資両利」の政策を

実施 し,原 料の分配その他の面で資本主義工商業に配慮を加え,資 本主義工商

業のある程度の発展を容認 した。その狙いは,さ しあた り資本主義経済に国営 一

経済より多 くの工業製品を掌握させ,国 民経済の復興にとって促進的な機能を

果たさせることにあった。

② 資本主義的工商業に対する制限政策について。資本主義的工商業の制限

とい うのは,国 営経済と人民の生活 とに取って不利に働 く条件を制限すること

を日的としている。労働保護政策,価 格政策,課 税政策,企 業利益配当の管理

などによるその活動範囲に対する制限,原 料や商品の供給源と市場 との統制に

よるその開業,休 業などの営業に対する規制がそれである。こうした制限政策

は,主 に1950年 の価格安定政策 と1952年の贈収賄,脱 税,国 家財産の横領,消

費資材の水増し,国 家経済情報の漏泄等を取 り締まる 「五反運動」とに現れて

いる。

③ 資本主義的工商業に対する改造政策について。資本主義的工商業の改造

政策の目的は,生 産手段の資本..i三義的私有制を次第に社会主義的全人民的所有

制に改め,資 本制経済を社会主義的国営経済に変革することにある。中国政府

は,資 本主義的ユニ商業の改造を二つの段階に分けて進めた。即ち,第 一段階と

して工業面においては,加 工,発 注,統...一買付,.....一手販売を通 じて,ま た.商業

面においては,取 次販売,代 理販売などの方式を通 じて資本主義経済を国家資

本主義経済(初 級形態国家資本主義)に 変え,そ の後第二段階として,公 私合
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営を通 じて国家資本主義経済をさらに高級形態国家資本主義に移行させるよう

な方式を取 ったのである。

以上のように,中 国政府はさまざまな措置を講 じて,非 社会主義的所有形態

を社会主義的経済形態に移行させていった。これによって,中 国経済の計画化

の基盤が基本的に確立 し,大 規模な経済計画実施を.可能にする条件が整えられ

たのである。

2.過 度期の総路線 と計画化

過 度 期 に,中 国 国 民 経 済 の 計 画化 の基 盤 が 確 立 した 後 も,ま だ 三 つ の 基本 的

な所 有 形 態 が 併 存 し続 けて い た 。① 社 会主 義 的 国営 経 済 。 そ れ は,国 民 経 済

の 中枢 を掌 握 し,所 有 形 態 の な かで も主 導 的地 位 を 占め て い た が,ま だ 絶対 的

地 位 とい うほ どに は 達 して い な か っ た。 ② 農 業 と手 工 業 及 び そ の他 の単 独 経

営 経 済D農 民 の 単 独経 営経 済 は農 村 に お い て はほ とん ど唯 一 の所 有 形 態 で あ り,

経 済 全 体 の な か で も圧 倒 的 地位 を 占 め て いた 。③ 資 本 主 義 的工 商 業 。 これ は,

工 業 と商 業 に お い て ま だ相 当大 きな比 率 を 占め て い た 。

社 会 主 義経 済 を 発展 させ る た め,中 国 政 府 は1952年 に過 度期 の総 路 線 を提 起

した(国 家 政 策 と した の は,1954年9月20日 に制 定 さ れ た 「中華 人 民 共 和 国 憲

法 」,い わ ゆ る 「1954年 憲 法 」 で あ る)。 そ れ は,「 十 分 時 間 をか け て 国家 の 社

会 主 義工 業化 を実 現 し,併 せ て農 業,手 工 業 及 び 資本 主義 工 商 業 の 社 会 主 義改

造 を 一 歩 一歩 な しと げ て ゆ く こ と を,国 家 の 基 本 任 務 とす る」1の,とい う もの

で あ る。.要す る に,そ の 中心 は社 会 主 義 工 業 化 の建 設 で あ る。 即 ち,「 社 会 主

義社 会 を打 ち立 て る真 の,そ して 唯 一 の 基礎 は た だ一 つ で あ り,そ れ は つ ま り

大工 業 で あ る」mと い う レー.ニンの 基 本 理 論,及 び 「工 業 が 存 在 しな けれ ぼ,

強 固 な 国 防 も人民 の 幸 福 や 利 益 も国 家 の富 強 も存 在 しな い 」1ε〕とい う毛 沢 東 の

の マルクス・エンゲルス 「マルクス ・エンゲルス余剰(第1巻)人 民出版社.219ペ ージ。

10>1954年9月20日 第一期全国人民代表大会第..・回会議採択 「III華人民共和国憲法」。

11)醇 暮橋ほか,前 掲書,12ペ ージ。

12)同 上,22-23ベ ージ。
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思想によりながら,社 会主義工業化を打ち立てる物質的基礎を大工業の建設に

見出したのであった。大1.「業なしには社会主義へ移行することはできないし,

近代的な技術を土台 として農業及び国民経済全体を改造することもできない,

という考え方である。

過度期における社会主義的工業化の目標は,と りわけ重工業を優先的に発展

させることに置かれた。それにはイデオロギー上の要請 と現実的な要請とが

あった。

第一のイデオロギ』上の要請は,旧 中国の半封建 ・半植民地経済は自立的工

業体系の未発達をもたらしたが,こ のような状態から脱皮するためには,何 よ

りも先ず重工業の建設が急務 と考えられたことである。これを敷衍すると,.強

大な重工業を打ち立てることによって,即 ち,近 代的な鉄鋼業,機 械製造工業,

電力工業,燃 料工業,有 色金属工業,基 礎化学工業などを打ち立てることに

よって,初 めて重工業その ものと軽⊥:業に技術改造を加えることができるし,

農業に トラクターその他の近代的な農業機械を提供 し,十 分な肥料を供給して

農業に技術的改良を施こすことができる,と いうのである。また,機 関車,自

.動車,.汽 船,飛 行機などの近代的交通機関を生産して,運 輸業に技術的改革を

施す ことも可能 となり,さ らに,重1業 の発展を基礎 としてこそ,一 般に生産

技術を向上させ,労 働生産性を高め,農 業と消費財工業との生産を絶えず増や

してゆき,も って人民の癒活水準を着実に高めてゆくことが保証できると,中

国政府は主張 していた。

第二の現実的要請は,1950年 に勃発 した朝鮮戦争を契機として東西対立が激

化 したことが,重 工業優先の道を歩ませたことである。朝鮮戦争で中国政府は

ゲリラ的人海戦争の限界を知るとともに,近 代的兵器の威力とその重要性を痛

感させ られた。 しか も当時の世界は資本主義陣営 と共産主義陣営の二つに大き

く割れ,中 国政府 もこ.の冷戦の重圧を長期にわたって受けなければければなら'

ないだけでなく,朝 鮮戦争に介入したことによって資本主義陣営から直接 「侵

略者」の烙印を押されたので,ア メリカを筆頭とする反共資本主義陣営からの
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侵攻に絶えず脅されているとい う危機感もあった。従 ってこの不測の事態にい

つで も対応で きる国防体制の整備強化こぞ,即 ち,近 代的な兵器の自給態勢を

.整え,装 備の近代化を図ることは中国革命政権を固める最重要な条件となり,

そしてこれを実現する手段は何よりも重工業の優先的.発展にほかならないと考

えられたのである。

しか し,こ のような総路線を遂行することは決 して容易なことでなく,短 期

間になしうる事業でもない。中国は国土が広大であり,状 況が複雑であり,国.

民経済が立ち遅れており,多 様な経済形態が併存 していたため,社 会主義的工

業化と社会主義的改造という基本任務の達成は極めて困難な状況にあったので

ある。こgよ うな障壁を打ち破る方法として,中 国政府は計画経済,即 ち国民

経済発展の計画化の必要性を認め,そ して,「1954年 憲法」に,「国家は経済計

画によ り,国 民経済の発展 と改造を指導して絶えず生産力を高め,こ れによっ

て人民の物資生活と文化的生活を改善 し,国 家の独立 と安全 を強固にす る」'3}

との規定を盛 り込んだのである。

そして,こ れを計画的に編成 し組織的に具.体化 したのが五カ年計画である。

こうして,「一 ・五」計画は始まった。

n「 一 ・五 」 計 画 の 策 定 と基 本 目標

1.「 一 ・五」 計画の策定過程 とその成立の要因

そ もそ も,「 一 ・五 」 計 画 は1953-1957年 に実 施 に移 され る こ とに な って いた

が,「 資 源 調 査 が 欠 乏 し,統 計 資料 も少 な く,各 種 経 済 形 態 が併 存 し,わ れ わ

れ に長 期 計 画 を編 成 した経 験 が な く,建 設 工作 の経 験 も十分 で な い。 国家 の全

体 状 況 か ら言 え ば,1950年 に朝 鮮 戦 争 が 始 ま り,1953年7月 に至 って や っ と停

戦 が 実 現 し,わ が 国 の建 設 に 対 して ソ連 が 援 助 す る156の プ ロジ ュ ク トの 主 要

部 分 で あ る 第 二 回 分 の91の 項 目が,.1953年5月 に至 っ て や っ と確 定 した!wと.

13)前 掲 「1954年憲法」。

14)李 富春 『中華人民共和国の国民経済発展.のための第一次五カ年計画についての報告』外文出版

社,1956年,9ペ ージ.
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`の李 富春 の報 告 に あ る よ うに
,1955年 まで 公 表 さ れ な か った。 そ れ まで に次 の

よ うな経 緯 が あ った。

過 度 期 の 総 路 線(そ れ は1952年 毛 沢 東 に よ っ て提 起 され た のだ が,事 実 上

1951年 に毛 沢 東 は既 に構 想 し始 め て い た)15}に基 づ い て1951年 か ら 「一 ・五」

計 画 の 策 定 作 業 が 毛沢 東 の直 接 の指 導 の下 に本 格 的 に着 手 さ れ た 。1952年8月,

中央 人 民 政 府 政 務 院財 政経 済委 員 会(1949年10月21日 設 立,国 家計 画委 員 会 の

前 身,表1-1参 照)が 「五 カ年 計 画 輪 廓 草 案 」 を 編 成 した 後,周 恩 来 を代 表 と

す る 中 国政 府 代 表 団 はモ ス ク ワを訪 れ,ソ 連 政 府 に中 国 の 「一r.五 」計 画 につ

い て の意 見 を求 め,対 中援 助 を 要請 した。 同年11月,経 済 の 計 画 化 と大 規模 な

経 済 建 設 の需 要 に適 応 す るた め に,行 政 機 構 の改 革 が 行 わ れ,中 央 人 民 政府 の;

直.属機 関 と して 国家 計 画委 員 会(主 席 に高 尚,1953年9月 に李 富 春 ら副 主 席 を

増 補,1953年 ユ2月,高 尚 が い わ ゆ る 「反 党 事 件 」 で 解 任 され た 後,主 席 に李 富

春)が 新 設 され た。 これ に は五 カ年 計 画 の編 成 な らび に実 施 の 監 督 な ど,計 画

問 題 に関 す るか ぎ り政 務 院 に な い 強 大 な権 限が 付 与 され た(「1954年 憲 法」 の

制 定 に伴 う行 政 機 構 改 革 に よ って,政 務 院が 国務 院 に改 称,国 家 計 画 委 員 会 も

国 務 院所 属,主 席 も主 任 に改 め られ,各 部,各 委 員 会 と同格 の 位 置 に付 け られ

た 。 勿 論格 下 げ とい っ.ても,計 画 の 策 定 と実 施 の 中枢 機 関 で あ る こ と に変 わ り.

は ない)。1953年5月,ソ 連 政 府 の対 中援 助 第 二 回分 の91の 項 目 が確 定 さ れ た.

後,中 国 政 府 は一一連 の会 議 を 開 き,計 画 案 につ い て繰 り返 して 調 整,補 足,修

正 を加 えた 。 作 業が 終 了 した の ぽユ955年2月 で あ った。 次 いで 翌 月 に開 催 され

た 中国 共 産 党全 国代 表 大会 で,国 家 計 画 委 員 会 よ り上 提 され た 「中華 人民 共 和

国 発 展 国 民 経 済 の 第 一次 五 カ年 計 画 草 案 」 が 通 過 し,そ して,国 務 院 よ り全 国

人民 大 会 に.ヒ挺 す る こ とが可 決 され た 。 同 年7月30日,第一 一期 全 国 人民 大 会 第

二 回会 議(一 期 全 人 代 二 回会 議 〉 にお い て,「 中華 人 民 共 和 国発 展 国 民 経 済 の

第一 次 五 カ年 計 画 」.(1953-1957年)が 承 認 され た 。.

15)薄 一波 『若干重 大 な決 定 と事 件 につ いて の回顧」(上 巻)中 共 中央党 校 出版社,1991年,

184-194ペ ージを参照 されたい。
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表1-1中 央人民政府政務院財政経済委員会組織及 び主要成員

組 織 名 称 主 要 責 任 者 任 命年月 日 注

財政経済委員会 主 任 陣雲 主要成員は 主任 ・副

副t任 薄一波,馬 寅初 1949.10.19 主任の外 に,主 に各

李富春 1950.4.11 部 署 ・行 ・局 の 正 副

曽山,買 拓 夫,葉 季壮 1952.8.7 責任者か らなる。

登子恢 1952.口.15

財 政 部 部 長 薄 ・波

副部長 戎子和,王 紹敢 1949.10.19

陳国棟,範 醒之,呉 波 1952.8.7

貿 易 部 部 長 葉季壮 1952年8月7日,対

副部長 眺依 林,沙 千里 1949,10.19 外貿易と商業部成立
宮任民 ユ95工.9.3 後,貿 易部 は廃 止

重 工 業 部 部 長 陣雲 1949.10.19

李富春 .1950,4.11

王鶴壽 1952.8.7

副部長 打戻工,仲 林,劉 鼎 ユ949.10.19

呂東,頼 際発 1952.8.7

燃料工業部 部 長 陳郁

副部長 李一範,具 徳 1949,ユO.19 1950年9月51.1に 呉

劉瀾涛 1950.9.5 徳副部長免職

李人後 1952.8.7

紡績 工業部 部 長 曽山 1949,10.19

蒋光鼎 1952.8.7

副部長 銭之 光,陳 維稜,張 琴秋 1949,10.19

食 品工業部 部 長 揚立三 1952年10月26日 に廃

副部長 宋裕和 1949.10.19 止

軽 工 業 部 部 長 黄炎培

副部長 楊衛rE,恭 飲氷 1949.10.19

モ新冗,高 文華 1952.U.ユ5

鉄 道 部 部 長 騰代遠

副部長 円上操,武 競天,石 志仁 1949,10.19

上 世泰,郭 洪涛.、 1952.8.7

郵 政 部 部長.朱 学範
副部長 工誰 1949.m.19

王子綱 1952.B.7

範式人 1952.11.15
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交 通 部

農 業 部

林 墾 部

水 利 部

労 働 部

塀 貿 易.部

.商 業 部

第一機械工業部

第二機械工業部

建 築 工 業 部

地 質 部

食 糧 部

長

長部

部

副

長

長部

部

副

長

長

良

長

部

郡

部

副

部

副

長
長

長

長

部
離

部

醐

長

良

長

長

長

長

長

長

郡

部

部

郡

部

副

部

副

部

副

部

副

長

長

長

長

部

郡

部

副

部

副

第1δ0巻 第4号

章伯 鉤

李運昌,季 方

正首道

張策

李吉城

羅玉川,呉 覚農,揚 顕東

根林地

劉瑞竜

梁希

李龍王,李 相待

羅玉川

傳作義

挙保革

張 含英

銭正英

李立三

施復亮,毛 京華

劉亜椎

葉李杜

雷住民,捺 舎寒,李 強

解 学恭

曽山

眺 依林,沙 千里,圧 異 議

黄敬

段 君毅,正 道 酒

趙 ホ陸

張森之,万 毅,劉 鼎.

陳正人

間栄金,宋 裕和

万里

李 四光.

何長工,劉 傑,宋 応

章乃器

範式人,陳 希仁

黄静波

1949.10.19

1952.4.19

ユ952.1ユ.15

ユ949.10.19

】951.9.3

1952,8,7

1949.10.19

1952,8,7

1949.10.ユ9

1950.1甲7

1952,ll.ユ5

1949.10.19

1952.ll.15

止952..8,7

1952幽11幽15

1952.8.7

1952.8.7

1952.8曹7

1952.11.15

1952.8.7

1952.ll曾15

]952.9.7

1952.8,7

1952,11,15

1950年9月5日 に羅

玉川副部長免職

,951年11自,日 。森

業部に改称
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税 関 総 署 署 長 孔源 1952年12月25日 対 外

副署長 丁貴堂 1949.ユ0.19 貿易部 に配属,孔 源

は対外貿易部副部長

兼税関総署署長に任命

中国 人民銀行 行 長 南漢展 1949.10.19

副行長 胡景云

国家統計局 局 長 辞暮橋 1952.8.7

出所.=中 央楼案館 ・中国社 会科学 院編 「1949-1952中 華人民共和国経済格案資料選編』(総 合

巻),中 「耐.1:会科学出版社,】 錫2年,5駆,563-568ペ ー ジにより作成、

従 って,計 画 の 編 成 に 着 手 してか ら承 認 まで4年,一 次 計 画 に入 って か ら2

年 半 とい う時 間 を 要 した こ とに な る。 上 述 の 中国 政 府 側 の 説 明 は極 め て 説得 的

で あ り,そ の どれ を取 って も計 画 を遅 らせ る に十 分 な理 由 で あ る。 しか も これ

は主 な理 由 を 網 羅 して い た と考 え られ る。 しか し,そ れ に もか かわ らず 中 国 は

五 カ年 計 画 に 敢 え て 踏 み切 っ た。 それ に は,過 度 期 にお い て 中 国 の 国 内 の経 済

計 画 化 の 基礎 が 基 本 的 に確 立 され た とい う要 因 の ほ か に,そ れ まで の東 欧 社 会

主 義 諸 国 と りわ け ソ連 の計 画 経 済 の 実 績,及 び物 質 的援 助 と技 術 的指 導 に よ る

と ころ も大 きか っ た と考 え られ る。

ま ず,毛 沢 東 は1953年2月7日,全 国 に対 して 「ソ連 に学 ば な けれ ば な らな

い」(「向 ソー 辺 倒 」)と 指 示 した 。 こ の指 示 に 基 づ き,中 国 政 府 は1953年4月

23日 「ソ連 共 産 党 史 」 か ら1921-1925年 の 国 民 経 済 回 復 期,1926一 ユ929年 の社 会

主義 工 業 化 の時 期,1930-1934年 の 農 業 集 団 化 の 時 期,1935-1937年 の社 会 主義

社 会 の成 立 ・新 憲 法 採 択 の 時期 まで を抜 粋 し,幹 部 教 育 の ため の 学 習 資料 と し

て配 布 した。 これ か ら見 て も中 国 政府 の 目的 は極 めて 明 白で あ る。 そ れ は,マ

ル ク ス,レ ー ニ ン,.ス ター リ ンの思 想 に学 ぶ のみ な らず,ソ 連 の 社会 主義 建 設

の歴 史経 験 に学 ぶ こ と に よ って,中 国 の経 済建 設,と りわ け五 カ年 計 画 の遂 行

に お け る失 敗 を可 能 な か ぎ り免 れ よ う とす る もの で あ った 。

次 に,ソ 連 も中 国 政 府 の 要 求 に応 じて,大 規 模,全 面 的,系 統 的 な各 種 援 助

を与 えた 。技 術協 力 と設備 供 給 の面 で は,新 企 業 立 地 の 選定,設 計 基 礎 資 料 の
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収 集,設 計 の実 施,設 備 の 供給,建 設,機 械 据 え付 け,さ ら に は操業 開始 運 転

か ら製 品 の 製造,新 製 品製 造 の 技術 資料 の無 償 供 与 に至 る まで の全 面 的 な援 助

を 行 った 。 しか もそ の技 術 と設 備 は,ソ 連 の 最新 の水 準 の もので あ った と言 わ

れ て い る 。 さ らに,ソ 連 は技 術 協 力 に必 要 な技 術 専 門家 を 中国 に派 遣 し,現 場

の 直 接 指 導 と中 国 人技 術 者 の養 成 に当 た った 。 そ れ の み な らず,多 くの 中国 人

技 術 要 員 を ソ連 の工 場 や 学 校 に呼 び よせ て教 育 と実 地 訓練 とを施 し,中 国 の技

術 体 制 の 基礎 づ く りに協 力 した 。 中国 側 の 統 計 に よ る.と,1950年 代(主 と して

「一 ・五」 計 画期)に,ソ 連 及 び そ の他 の 東 欧 社 会 主 義 諸 国 か ら中 国 に 派遣 さ

.れ た 各種 専 門 家 の数 は,8,0⑪0余 人 に 達 し た。 他 方 で ソ連 及 び そ の他 の東 欧 社

会 主 義 諸 国 は,7,000余 人 の 中 国 人 を 受 け入 れ 養 成 した16)。資 金 供 給 の面 で も.

ソ連 は 中 国 に多 額 の援 助 を 与 え,低 利(年 利1-2%,償 還 期 限 は2～ ユO年〉

ない し無 利 息 で 巨 額 な借 款 を与 え る とと も に,両 国 間 の貿 易 に お い て,中 国 に

設 備,器 材 を安 価 に供 与 した 。 中 国側 の 統 計 に よ る と,.1950-1957年 まで の ソ

連 か ら.の純 経 済 借 款 及 び供 与 物 資 は,合 計52億9,400万 旧 ルー ブ ル(約22億

4,8⑪0万 ドル)に 達 しだ%

以 上 の こ とか ら,ソ 連 に 蓄積 され た経 験,ソ 連 に よ って 作 られ た 手本,ソ 連

の与 えて くれ る各 種 の 援 助 は,中 国経 済 の計 画 化 と五 カ年 計 画 の遂 行 を可 能 に

した決 定 的 な条 件 で あ った と言 え よ う。

2.「 一 ・五」計画の基本 目標

「一 ・五j計 画 で は,① 主 な力 を結 集 して,ソ 連 の援 助 に基 づ く156の 建 設

項 目(最 終 的 に確 定 され た の は154の 項 目で あ っ た)70)を 中心 に,全 体 で694の

大 巾型 建 設 項 目か ら な る重 工 業 建 設計 画 を進 め,社 会 主 義 工 業 化 の 初 歩 的 な 基

礎 を確 立 す る こ と,② 農 業 生 産協 同 組 合 と手工 業 生 産 協 同組 合 を発 展 させ,

16)当 代中国編集委員会編 『当代中国の基本建設」 〔上巻)中 国社会科学出版社,1985年,54ペ ー

ジ。

17)財 政部長李先念 『1957年国家予算の実施状況 と1958年国家予算草案についての報告」。

18>薄一 波,前 掲書,297ペ ージ。
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農 業 と手 工 業 及 び そ の他 の 単独 経 営 経 済 に対 す る社 会 主 義 的 改 造 の初 歩 的 な基

礎 を確 立 す る こ と,③ 資 本 主 義 的 工 商 業 を基 本 的 に多様 な形 態 の 国家 資 本 主

義 の 軌 道 に 乗 せ,社 会 主義 改 造 を確 立 す る こ とが,基 本任 務 とされ て い た。

そ して,こ れ らの基 本任 務 をめ ぐっ て, ..「∵ ・五 」 計 画 で は,社 会 主義 国民

経 済 の 建 設及 び社 会主 義 的 改 造 な どの 面 で,次 の よ うな具 体 的 な計 画 目標 が 設

定 さ れ た 。

〔D工 業 生 産

工 業 建 設 は ト.・ 五 」計 画 の.中心 で あ り,そ の なか で もソ連 か ら援 助 を受 け

た156項 目の建 設 は工 業 建 設 の 中心 とな る もの で あ っ た。156項 目の な か に は,

若 干 の黒 色 冶 金 連 合 企 業,有 色 冶 金 工 場,石 炭 坑 道,選 炭工 場,石 油 加 工 工 場 ,

機 械 製 造 工場,自 動 車 工 場,エ ネ ル ギ ー工 場,電 力 機械 製造 工 場 ,化 学 工 場,

水 力 ・火 力発 電所 及 び若 干 の軽 工 業 工 場 が 含 まれ て い た。

そ の た め に,「一..一五 」 計 画 で は,全 国 の経 済建 設 な ら び に文 化教 育 の 発 展

の た め の予 算 額 と して,合 計766.4億 元(金 換 算7億 両,即 ち ,2,187.5キ ロ グ ラ

ム)が 計 上 され た。 こ の う ち,基 本 建 設(固 定 資 産 増 加)投 資 額 が427 ,4億 元

で,支 出 総 額 の55、8妬,残 りの44.2%に あ た る339億 元 は 基 本 建 設 に 必 要 な資

源 調 査,工 事 の 測量,設 計,器 材 の準 備,設 備 の 大 修 理,技 術 面,組 織 面 で の

措 置,新 製 品 の 試作,.各 種 固定 資 産 の 購 入 な ど...[業生 産 と交 通 運輸,郵 便 ・電.

信.・電 話 制 度 の発 展.各 経 済 部 門 の流 動 資 金,経 済 及 び 文 化教 育 の事 業 費,専

門 人 材 の 育 成 な どに 当 て られ た19〕。 そ の投 資 の 配 分 比 率 は 表1-zの よ うに 規 定

さ れ,さ ら に工 業 建 設 投 資 の う ち,生 産 財 生 産 部 門(重 工 業)へ の 投 資 が

88.8%,消 費 財 生 産 部 門(軽 工 業)へ の投 資 が11.2%と 定 め られ て い た 鋤。

基 本 建 設 投 資 額 の 以 上 の よ うな 配分 比率 か ら見 る と,投 資 の 重 点 が 工 業 に,

工 業 の 重 点 が 重.1業 に あ る こ とが分 か る。 こ の よ うに して,「一 ・・五 」 計 画 で

は.工 業 総 生 産 額 は1952-1957年 に98,3%増,年 平 均 成 長 率 は14.7%,そ の う

19)李 富 春,前 掲 報告,25ペ ー ジ。

20)同 上,40ペ ー ジ 。
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衰1-2「 一 ・五 」 計 画 期 にお け る基 本 建 設 投 資 の 配 分 計 画

(単位:億 元,%)

工業 農業 ・水利

林 業

運輸 ・郵便

電信 ・電話

国内商業
対外貿易

文化 ・教育

衛 生

公共事業 そ の他

投資額

比 率

248.5

.58.2

32.6

7.6

82.1

192

12.8

3.0

30.5

72

風0

3.7

4.6

1.1

出所=李 富春 「中国人民共和国の国民経済 発展 のための第一次九 ケ年計 画についての報告1,外

文出版 社,1956年,26ペ ー ジよ り作成。

表1-3「 一 ・五 」 計 画 にお け る主 要 工 業 製 品 新 増 加 生 産 能 力 計 画

1957年 1952年一1957年

単 位
達成主席能力計画 新増加生産能力計画

銑 鉄 万 トン 570.0 280.0

粗 鋼 万 トン 610.0 253.0

電 力 万Kwh 106.0 205.0

原 炭 万 トン 9,310.0 5,383.0

冶金 ・鉱 山機械 万 トン …9.o. 7.0

発 電 設 備 万Kw 80.0 　

ト ラ ッ ク 万台 9.0 3.0

ト ラ ク タ ー 万台 1.5 一

化 学 肥 料 万 トン 91.0 28.0

セ メ ン ト 万 トン 360.0 236.0

綿 紡 錘 万錘 189.0 165.0

機 械 製 紙 万 トン 18.6 9.5

機 械 製 糖 万 トン 56.0 42.8

出所:同 義1-2,28-29ペ ージにより作成.

ち,近 代 化.11業 の 生 産 額 は104.1%増,年 平 均 成 長 率 は15.3%と されZI),そ して,

工業 建 設 項 目 の 規 模,主 要工 業 製 品.の生 産 能 力,及 び 生 産 量 な.どに つ い て表

1-3,表1-4の よ うに設 定 され て い た(表1-3,1-4参 照)。

(2)農 業 建 設

「一 ・五 」 計 画 で は 農 業 に対 して,農 業(手 工 業 を含 む)の 生 産協 同 組 合 化

の基 礎 の 上 に,農 業 生産 の増 産 を促 進 す る方 針 が 実 施 さ れ る こ とに な つ な。 農

21)同 上,36ペ ー ジ。
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表1-4「 一 ・五 」 計 画 期 にお け る主 要 工 業 製 品 の 生 産 量 計 画

単 位 1952年 実 績 1957年 計 画
1952一 ユ957年

増 加 率(%)

粗 鋼 万 トン 135.00 412.00 205

発 電 量 億Kwh 72.60 159.00 119

原 炭 .万 トン 6,353.00 11:300.0 78

発 電 機 万Kwh 3.00 22.70 657

発 動 機 万Kwh 64.00 105.00 64

ト ラ ン ク 台 製造不能 4,000.00 一

セ メ ン ト 万 トン 286.00 600.00 110

硫 酸 万 トン 19.00 50,40' 165

ソ ー ダ 灰 万 トン 19.20 47.60 148

苛 性 ソー ダ 万 トン 7.90 15.40 95

化 学肥 料. 万 トン 3.90 31.50 708

機械 製 紙. 万 トン 37.00 65.00 76

綿 布 億匹 1.12 1.64 46

機械 製糖 万 トン 24.90 68.6⑪ ユ76

煙 草 万箱 265.00 470.00 77

(注)1一 匹は36.58メートル。

出所:国 表1-2,37ペ ージにより作成。

業 の社 会 主 義 改 造 につ い て 「一 ・五 」計 画で は,農 業 生 産 協 同 組 合 に加 入す る

農 家 数 が 全 農 家 数 の1/3前 後,そ の う ち東北 地方 の 各省,及 び 山西 省,河 北 省,

山東 省,河 南 省 や そ の 他 の 古 くか ら の解 放 区,根 拠 地 で は,協 同 化 の規 模 は農

家 数 の 半 数 前 後 と予 定 さ れ て い た鋤。

手 工 業 の社 会 主 義 改 造 につ い て 「一 ・五 」 計 画 で は,1952-1957年 の5年 間

に協 同 組 合 加 入 手 工 業 者 数 を210万 人 に増 や す こ と と した 。 こ れ は1952年 の

21,8万 人 の8,6倍 増 で あ った 。

農 業 の 増 産 に 関 して は,5年 間 で 農業 と副 業 の総 生 産 額 を23.3%増,年 平均

成 長 率 を4.3%と し2`),1952-1957年 の 主 な 農 産 物 の 生 産 量 の増 加 量 に つ い て,

22)同 上,78ペ ー ジ。

23)李 富 春,前 掲 報 告,82-83ペ ー ジ。

.24)李 富 春,前 掲 報 告,41ペ ー ジ。
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表1-5「 一 ・五 」 計 画期 に お け る.主要農 産物 生 産量 計 画

単位 ユ952-1957年 増加 量 1952一 ユ957年 増加 率(%)

食.糧 億斤 3,856,0〔} 17.6

綿 花 万担 3,270.00 25.4.

麻 類 万担 730.00 19.7

葉 煙 草 万担 780.0⑪ 76.6

甘 蔗 億斤 263.00 85.1

甜 菜 憶斤 42.7⑪ 346.4

油 類 億畝 ユ.18 37.80

(注):1斤=a.5キ ロ ゲ ラ ム,1担=0.05キ ロ グ ラ ム,1畝=0.66ア ヘ ク ター ル ロ

出 所:国 表1-2,41-42ペ ー ジ に よ り作 成.

表1-6「 一 ・五 」 計 画 期 に お け る 交 通 運 輸 の 増 加 計 画

(単 位:億 トン 〔人},キ ロ(浬),%}

鉄 道 船 舶 自 動 車: 民用航空

貨物 旅客 河川 船 海)貨物 河lrl船湖 旅客 貨物 旅客 貨物 旅客

増加量

増加率

1,200.0

200.O

32D.0

59.5

1鴎,0(575.0)

320,0(190.O)

34.0(2.4)

78.7(140.0)

32.0

470.O

57.0

300.{}

805.D

330.O :

出所:同 義1-2,43ペ ージにより作成。

表1-5の よ うに 設 定 さ れ て い た。

(3)交 通 運輸 と郵便 ・電 信 ・電 話 事 業

「一 ・五」 計 画 で は 各 交 通運 輸 機 関,及 び郵 便 ・電 信 ・電 話 事 業 につ い て,

そ の 目標 が 表.1-6の よ うに設 定 され て いた 。

5.年 以 内 に 新 設 され る鉄 道 の 幹 線 と支 線 は 合計41000.キ ロ以 上,こ れ に 修 復

す る線 路,改 築 す る線 路,新 設 す る線 路,延 長 す る構 内線 と工 業 及 び そ の ほか

の専 用 線 の新 設 を加 え る と,鉄 道 の 総 延長 距 離 は約10.000キ ロ増,ま た5年 間

に 中 央 が 投 資 して 建 設 す る 自動 車 道 路 の 総 延 長 距 離 は,約10,000キ ロ以 上 で

7,000キ ロ増,汽 船 の純 トン数 は40万 トン増 距〕と した。

さ ら に,郵 便 ・電 信 ・電 話 事 業 につ い て,玉9前 年 ま で に 郵 便 路 線 の総 延 長

197万 キ ロ を達 成 し,45.2%増,そ の ほ か の 郵 便 ・電 信 ・電 話 業 務 を も発 展 さ

25)同 上,29-30ペ ージゐ
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せ る鋤と した。

〔4)商 業 生 産

.「一 ・五 」 計 画で は 資 本 主 義 的 工 商 業 の 改.造につ い て,資 本 主 義 工 業 の大 部

分 を 多様 な 形 態 の 国家 資 本 主 義 に変 え,資 本 主義 の近 代 的 工業 の大 部 分 を よ り

高 度 な形 態 の 国家 資 本 主 義一.公私 合 営 に 転 化 さ せ る こ と,資 本 主 義 的 商業 の 半.

数 以 上 を 国家 資 本 主 義 の多 様 な形 態 の 商 業,ま た は小 商 人や 行 商 人 の 組織 す る

協 同 化 した形 態 の小 商 業 に変 え る との]標 が設 定 され だ η。

商 業生 産 につ い て は,工 農 業 の発 展 と諸産 業 部 門 の構 成 比 率 の 変 化 を基 礎 と

して,1957年 にお け る商 品 の全 国小 売 総 額 を498億 元,1952年 の そ れ の約80%

増 と し,そ の う ち 国営 商 業 は約133%増,協 同 組 合営 商業 は約240%増 と した。

そ して.,1957年 ま で に一 般 小 売 総 額 の 構 成 比 を,国 営 及 び 協 同 組 合 営 商 業 が

54.9%,国 家 資 本 主 義 的 商 業 及 び 協 同 組 合 の 小 商 業 が24%,私 営 商 業 が

21.1%凋 と と した。

(5)文 化,教 育 と科 学技 術 事 業

「一 ・五 」 計 画 で は経 済 建 設 人 員 を 養 成 す る た め に,1957年 ま で に 総 合 大 学

と単 科 大 学,高 等 学 校 の 学 生 数 及 び小 学 校 の 児 童 数 を,そ れ ぞ れ43,4万 人,

72.4万 人,6,023万 人(全 国 の 学 齢 児 童 の70%以 上 を 占 め る)に 増 や す こ と と

した(1952年 そ れ ぞれ の それ に比 して127%増,178%増,ユ8%増)。5年 間 に,

科 学研 究事 業 も大 幅 に拡 充 し,中 国 科 学 院 に所 属 す る研 究 機 関 を23増 設 し,研

究 人 員 も3,400名 増 や す 四〕。 また,大 規 模 経 済 建 設 の需 要 に応 え るた め に大 学,

専 門 学校 な どの再 編 成,拡 充,新 設 を行 う と と もに,企 業 と機 関 の 持 って い る

有 利 な条 件 を活 か して 積 極 的 に人材 を 養成 す る と した。

(6)人 民 の生 活

人 民 の 生 活 につ い て 「一 ・五 」 計 画で は,5年 間 に就 業 者 数 を合 計 約422万

26)同 上,43-44ペ ー ジ。

27)同 上,92-93ペ ー ジ。

28)同 上,44ペ ー ジ 。.

29)同 上,44-45ペ ー ジ.
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人 に増 加 し,労 働 者 の平 均 賃 銀 を33%上 昇 させ,国 営 企 業 と国 家 機 関 が支 出す

る労 働 者 保 険 基 金,医 薬 費,福 祉 費,文 化 教 育 費 を合 計50億 元 以 上 に拡 大 し,

国家 支 出 に よ る労 働 者 住 宅 を面 積 で 約4,600万mε に 増 や す 。 農 村 人 民 の生 活 改

善 につ い て は,農 業 生 産 の発 展 と農 産 物 の 商 品 化 率 の 向 上 に よ り,購 買力 を 客

倍 増,ま た 災 害 に対 す る生 産 上,生 活 上 の 救 済 に もあ る程 度 の 国家 支 出 を行 う

と策 定 した鋤。 さ ら に,主 な消 費 物 資 に つ い て1957年 は1952年 に比 して,食

糧 は13.3%,豚 肉 は57.0%,食 用 植 物 油 は65,9%,水 産 物 は70.1%,塩 は

34.3%,砂 糖 は122.9%,綿 布 は55.1%,メ リ ヤ ス 類 は105.3%,ゴ ム 靴 は

69.8%,石 油 は143.5%,機 械 製 紙 は89£%,煙 草 は87.0%そ れ ぞ れ増 加 す べ き

こ と と した鋤。

以 下 「一 ・五」 計 画 の 手 段,特 徴,問 題 点 に つ い て は,稿 を改 め て検 討 す

る。.

30)同 上,45ペ ー ジ。

31)同 上,102ペ ー ジ。


